
子どもー子育て関連議(平成昨8月成立)の趣旨と主なポイント ① 

+3法の趣旨
自公民3党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認

識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進

。主なポイント
O認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(r施設型給付J) 

及び小規模保育等への給付(r地域型保育給付J)の創設

*地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の

確保に対応

O認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)

-幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ

・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進

・幼保連携型認定こども園の設置主体は、園、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ (株式会社等の参入は不可)

・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化

w
r

弘
0地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、

放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業J )の充実
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子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像 ② 

[ 点下子育て支援給付 ] [ 地域子ども.子育七支援事業 -l
-施 設型給付

・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付

※私立保育所については、現行どおり、市町村が保育所に委託

費を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行うものとする

-地域型保育給付

-利用者支援、地域子育て支援拠点事業、

一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業等

(対象事業の範囲は法定)

※都道府県が実施する社会的養護等の事業と連携して実施

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 11.延 長 保 育事業、病児・病後児保育事業

※施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも
対応 11・放課後児童クラブ

-児童手当 日・妊婦健診

t ※ '出産・育児に係る休業に伴う給付(仮称)→将来の検討課題
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③ 認定こども園法の改正について

0 認定こども園法の改正によりJ学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」を創設
(新たな「幼保連携型認定こども圏J)

・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進

設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ(株式会社等の参入は不可)

0 財政措置は、既存3類型も含め、認定こども圏、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付Jで一本化

ーう消費税を含む安定的な財源を確保

0幼稚園は学校教育法に基づく認可

O保育所は児童福祉法に基づく認可

0それぞれの法体系に基づく指導監督

。幼稚園・保育所それぞれの財政措置

幼稚園型 1 1:幼稚園 1、

(学校)
(317件) I I 

※設置主体は圏、自治体、学校法人のみ

幼稚園
(学校)

(594件)

※設置主体は圏、自

治体、学校法人、社
会福祉法人のみ

し

型
)
-
鵬

所
叫
叶
一
榊

育一均一一註

保
ー
・
鴻

能

能

機

機
園
+
所

稚

育
幼

保地方裁量型
(33件)

※設置主体制限なし

(認定こども園の合計件数は1099件(平成25年4月時点)) 

q 保育所
(児童福祉施設)

保育所
(児童福祉施設) 同

幼保連携型認定こども園
(学校及び児童福祉施設)

0改正認定こども園法に基づく単一の

認可

O指導監督の一本化

0財政措置は「施設型給付」で一本化

※設置主体は園、自治体、学校法人、

社会福祉法人のみ

• 

0施設体系は、現行どおり

:0財政措置は「施設型給付j

で一本化
' ' ' 、

‘ ミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーー・・ー
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(現行)

幼

稚

園

保

τk 
同

所

保育を必要とする

児童の受入を行う

保育を必要とする

児童の受入を行わない

学校教育を行う

(保育を必要としない

児童の受入を行う)

※幼保連携型にあっては、

保育に欠けない児童の
受入れをしないことも可

学校教育を行わない

(保育を必要としない

児童の受入を行わない)

'施設型給付

を受ける

施設型給付

を受けない

定員が

20名以上

定員が

20名未満

④ 

認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)

| 幼稚園(施設-問匂?る，) ! 

| 幼稚園(施設型給付を受けない)

認定こども園(幼保連携型・保育所型)

保育所(現行どおり)

地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型等)



⑤ 
子ども・子育て支援法

~認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など共通の財政支援
のための仕組み~

イ 施設型給付 卜一一

※私立保育所については、児童福祉法第24条により市町村が保育の実施義務を i 
仁 川 トパ 三川 崎 担うことに基づく措置とじて、委託費を支弁

4地域型保育給付ト一二

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育よ事業所内保育 I 
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⑥ 施設型給付の創設

O 施設型給付については、次のような給付構成を基本とする。

a.満3歳以上児に対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付

b. 満3歳未満児の保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付

ド現行制度~]
持従事) 幼稚園

認定こども園の

幼稚園機能部分

財
政
措
置

利
用
者

負
担

※私立の場合

所官
同

悶
木，

a
-
E
E
 

量
捜

要

雌
a

必
る
刷

の
け

E

育

欠
保
げ

認定こども園の

保育所機能部分

財
政
措 4H

置
保育所運営費 |安心こども基金

畠利

碍

|1<新たな制度~]

満3歳以上

保育の必要量

長時間

保育

長時間

主として保護

者の就労

じた時間

満3歳未満

※私立保育所については、児童福祉法第24条に則り、市町村から委託費として支払う。

※上記の他、特色ある取組(例:特別支援教育等)に対する奨励的な補助として私学助成を措置。

※施設型給付の対象として確認を受けない幼稚園の場合は、私学助成を継続。

※休日保育、早朝・夜間保育についても対応する。
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地域型保育給付の創設

|基本的問度設計 | 

0 教育・保育施設を対象とする施設型給付に加え、以下の保育事業を市町村による認可事業とした上で、
地域型保育給{寸の苅象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとする。

く〉 小規模保育〈利用定員6人以上19人以下〉
く〉 家庭的保育〈利用定員5人以下〉
く〉 居宅訪問型保育
く〉 事業所内保育(主として従業員のほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供〉

0 待機児童が都市部に集中し、また待機児童の大半が満3歳未満の児重であることを踏まえ、こうした
小規模保育や家庭的保育などの量的拡充により、待機児童の解消を図る。

⑦ 

0 小規模保育、♂家庭的保育など、事業それぞれの特性に応じた客観的な認可基準を設定し、質の確保を図る。
また、認可の仕組みについては、大都市部の保育需要に対して、機動的に対応できる住組みとする。

0 保育の必要性の認定、公的契約、市町村の関与、公定価格の算定の考え方、給付の支払方法などは、
施設型給付と同様とする。

。



2・地担保育事業の概要 ⑧ 

0 子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下の保育を
市町村による認可事業(地域型保育事業)として児童福祉法に位置付けた上で地域型保育給付の対象と

し、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとすることにしている。

く〉小規模保育(利用定員6人以上19人以下)

く〉家庭的保育(利用定員5人以下)

く〉居宅訪問型保育

く〉事業所内保育(主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供)

o r基本制度Jにおいても、待機児童が都市部に集中し、また待機児童の大半が満3歳未満の子どもであること

を踏まえ、認定こども園、保育所に加え、こうした小規模保育や家庭的保育等の量的拡充も併せて、待機児童

の解消を図っていくこととされている。

i 地域主保育事業の位置付け | 

1人

l保育の実施場所等 i

19人

以
一
.
臥

小規模保育 事業主体:市町村、民間事業者等

家庭的保育 事業主体:市町村、民間事業者等

s 糊欄糊糊醐醐開 明棚糊輔、

i 居宅訪問型 ! 
「 保育 1 
i事業主体:市町村、 ; 

民間事業者等

保育者の居宅その他の場所、施設

(右に該当する場所を除く)

保育を必要とする

子どもの居宅

事業所の従業員の子ども

+ 
地域の保育を必要とする

子ども(地域枠)



1 地域子ども・子育て支援事業の概要 自

①利用者支援(新規)
②地域子育て支援拠点事業
③妊婦健診
④乳児家庭全戸訪問事業
⑤養育支援訪問事業

その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業
⑥子育て短期支援事業
⑦ファミリー・サポート・センタ一事業
⑧一時預かり
⑨延長保育事業
⑩病児・病後児保育事業
⑪放課後児童クラブ
⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業(新規)
⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業(新規)

※②~⑩の事業については、児童福祉法等により現在も事業を実施。現行の事業の現状を踏まえつつ、こ

れらを子ども・子育て新制度上に位置づけるにあたって必要な事業の充実や運用の改善について、それ

ぞれ検討する(※ただし妊婦健診については、「望ましい基準(厚生労働大臣が定める)Jを、現行の局長
通知をベースに策定する)。

※「⑪放課後児童クラブ、Jrこついては、今般の児童福祉法改正で、市町村が条例で人員等の基準を定めるこ

ととされたところであり、国は条例のための基準(厚生労働省令)等について検討する。
※⑫、⑬の事業については、幼稚園、保育所等の運営状況を踏まえて詳細を検討する。

⑨ 



本格施行までの現時点での想定イメージ(平成27年度施行を想定) ~砂国で実施
⑮
 

施実

量置圃薗図翠翠塞蓮田園圃; 川刊~j年度 へ-主1 1園田園・密室蓋置置富田EEE冨量盤髭翠盟蓮盟盟盟盟i

保育緊急確保事業
... 

保育計画の改定
(特定市町村) 保育緊急確保事業の実施

酬…醐醐醐醐醐醐山一一一炉…………………一一ゅ

(注1)消費税率の引き上げは、経済状況の好転が条件とされている。

(注2)本格施行の時期については、実際の消費税率引上げ時期を踏まえて検討。

(注3)地域子ども・子育て支媛事業の関係では、放課後児童健全育成事業の基準を条例で定める必要がある。

q円ま1"
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子ども・子育て支援事業計画 推進体制

(国県) 内閣府

【子ども・子育て本部】

新制度に関する一元的な窓口

工工 3 
(間働省 ) (文部科学省 ) 

静岡県

こども未来課

【事務局】

子ども未来局子ども未来課

辺町二戚
O次世代育成支援対策推進会議

【推進会議】

会 長:市長

副会長:副市長、教育長

委員:関係局長等 19名

【幹事会】

関係課長等 42名

【担当者会議】

各課長等が指名する職員 42名

与

口

z手/0切

ぎ【庁外1
0静岡市児童福祉専門分科会

(地方版子ども・子育て会議)

委員 17名

【構成員】

学識経験者

学校教育・保育関係者

事業主代表

雇用者代表

子育て当事者

子育て従事者

*幹事会、担当者会議は、新制度に関する主要課で分科会を編成し細部を検討する。

⑪ 



、

待機児童解消加速化プラン | 資料7⑫
-待機児童の解消に向け、 2年後の子ども・子育て支援新制度の施行を待たす、に、地方自治体に対し、

できる限りの支援策を講じる。

-足下2年間の「緊急集中取組期間」と、新制度で弾みをつける「取組加速期間」でよ待機児童の解消を図る。

惨「緊急、集中取組期間J(平成25・26年度)で釣20万人分の保育を集中的に整備できるよう主題として万全な支援を用意。

※地方自治体が更にペースアップする場合にも対応。

惨「取組加速期間J(平成27--29年度)で、更に整備を進め、 上記と合わせて、潜在的なニーズを含め、

約40万人分の保育の受け血を確保。

惨保育ニーズのピークを迎える平成29年度末までに待機児童縫消を目掻す。

2013(H25)年度 2015(H27)年度

20万人
40万人

保育ニーズのピーク
2017 (自29)年度

緊急集中取組期間 | 取組加速期間

2019(H31)年度

緊急プロジェクト | 新制度等による取組 /....1 2年間前倒し
※財源を検討(よ保育緊急確保事業Jの活用など) I 十 ゆ 噌 I ...……相暗… i待機!湾霊碑を

[消費税財源確保ゆ 新制度スタート ITU1~~指す 1 

緊急プロジェクト i 

問自治体 11く i 

羅翻罵漕盤.

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間(2015-2019年度)

賃貸方式や固有地ち活用した保育所整備(i J ¥コJ) 

保育の量拡大を支える保育士確保(iヒトJ) 

小規摸保育事業など新制度の先取り

認可を目指す認可外保育施設への支援

事業所内保育施設への支援

※保育緊急確保事業その他の消費税財源を用いた施策として行うほか、所要の財源を検討。 1 



緊急プロジェクト〈平成25・26年度〉

コンセヲド---

・意欲のある地方自治体を強力に支援(市町村の手上げ方式)

・今後Z皇国でできる限りの保育の量拡大と待機児童解消を図る。

・参加市町村は、待機児童の減少目標人数、保育の整備目標量を設定。

⑫ 

支援パッケージ ~5本の柱~

<計画の策定>
・待機児童の減少目標人数

・保育の整備目標量

| 取組自治体 | 

一
面
r

一
計
-

国

-パッケージによる万全の支援

賃貸方式や固有地も活用した保育所整備(r / ¥コJ) 

〉施設整備費一一 一賃貸方一し
株式会社を含む多様な主体でスピード感をもった施設整備を推進。

〉用地の確保が難しい都市部の事情に対応し、国有地等を積極的に活用。
〉民有地のマッチンク、事業を導入(地主と整備事業者の結び付けによる整備促進)。

保育の量拡大を支える保育士確保(rヒトJ) 

[: 潜在 保育 時閉 進し 他業種切転鰍凶の処遇改善
〉認可外保育施設で働く無資格者の保育士資格取得支援。

小規模保青事業など新制度の先取り

[「〉折/峨j
新制度を先取りして実施(但E即H効性のある受け血確イ保呆)λ。
〉利用者支援の先取り実施(保護者と適切な施設・事業の結び付け)。

認可を目指す認可外保青施設への支援

[>認可保鯖問育献所一献の侃一あ
料、移転費、資格取得費、運営費等を国が支援し、質の確保された認可保育

所へ5年間で計画的に移行できるようにする。

事業所内保育施設への支援

2 


